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平成 年 月 日（火）

号外第 号

12 12 26

119

毎週火 金曜日発行･

改 正 後 改 正 前

（勤勉手当 成績率）

第 条 成績率 、 月 支給 場合

分 （条例第 条 第 項 規定 特定幹部

職員（以下 条 「特定幹部職員」 。）

、 分 ）、 月 支給 場合

分 （特定幹部職員 、 分

） 超 範囲内 、任命権者 人事委員会

定 定 。

（勤勉手当 成績率）

第 条 成績率 、 分 （条例第 条 第

項 規定 特定幹部職員 、 分 ）

超 範囲内 、任命権者 人事委員会 定

定 。
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◇ 期末手当及 勤勉手当 支給 関 規則 一部 改正 規則（給与課）…………………

職員 旅費 関 条例施行規則 一部 改正 規則（〃）…………………………………

職員 勤務時間、休暇等 関 規則及 県費負担教職員 勤務時間、休暇等 関

規則 一部 改正 規則（〃）……………………………………………………………………

期末手当及 勤勉手当 支給 関 規則 一部 改正 規則 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県人事委員会委員長 坂 田 賢 一 郎

期末手当及 勤勉手当 支給 関 規則 一部 改正 規則

期末手当及 勤勉手当 支給 関 規則（昭和 年鳥取県人事委員会規則第 号） 一部 次 改正

。

次 表 改正後 欄中下線 引 部分 加 。

附 則

規則 、公布 日 施行 、改正後 期末手当及 勤勉手当 支給 関 規則 規定 、平成 年

月 日 適用 。

人委規則

鳥取県人事委員会規則第 号
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改 正 後 改 正 前

（路程 計算）

第 条 内国旅行 旅費 計算上必要 路程 計算 、

次 各号 掲 区分 応 、 当該各号 掲

路程 行 。

（ ）及 （ ） 略

（ ） 陸路 県内 人事委員会 別 定

県内陸路粁程図 掲 路程、県外 郵政

事業庁 調 係 郵便線路図 掲 路程

～ 略

（路程 計算）

第 条 内国旅行 旅費 計算上必要 路程 計算 、

次 各号 掲 区分 応 、 当該各号 掲

路程 行 。

（ ）及 （ ） 略

（ ） 陸路 県内 人事委員会 別 定

県内陸路粁程図 掲 路程、県外 郵政

省 調 係 郵便線路図 掲 路程

～ 略

の
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げる により うものとする

び
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きろ きろ

職員 旅費 関 条例施行規則 一部 改正 規則 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県人事委員会委員長 坂 田 賢 一 郎

職員 旅費 関 条例施行規則 一部 改正 規則

職員 旅費 関 条例施行規則（昭和 年鳥取県人事委員会規則第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分 同表 改正後 欄中下線 引 部分 改 。

附 則

規則 、平成 年 月 日 施行 。

職員 勤務時間、休暇等 関 規則及 県費負担教職員 勤務時間、休暇等 関 規則 一部 改正

規則 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県人事委員会委員長 坂 田 賢 一 郎

職員 勤務時間、休暇等 関 規則及 県費負担教職員 勤務時間、休暇等 関 規則 一部 改正

規則

（職員 勤務時間、休暇等 関 規則 一部改正）

第 条 職員 勤務時間、休暇等 関 規則（平成 年鳥取県人事委員会規則第 号） 一部 次 改

正 。

次 表 改正後 欄 表中項 細目 表示 下線 引 項 細目（以下「追加項細目」 。） 加

。

次 表 改正後 欄 表中下線 引 部分（追加項細目 除 。） 加 。
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改 正 後 改 正 前

（特別休暇）

第 条 条例第 条第 項 人事委員会規則 定 場

合 、次 表 左欄 掲 場合 、同条第 項

人事委員会規則 定 期間 、同表 右欄 掲

期間 。

～ 略

職員 自発的 、 、報酬 得

次 掲 社会 貢献 活動（専

親族 対 支援 活動 除 。）

行 場合 、 勤務 相当

認 。

～ 略

国、地方公共団体又 公共的団体 主

催、共催又 後援 大会等 参加

身体上若 精神上 障害、負傷又

疾病 日常生活 営 支障

者 支援 活動

図書館、公民館 他 社会教育施設

点訳及 手話通訳

国、地方公共団体又 公共的団体 主

催、共催又 後援 国際交流事業 参

加 外国人等 支援 活動

国、地方公共団体 行 環境保全活動

参加 行 活動

掲 、青

少年 健全育成 資 活動 他 活

動 掲 活動 相当

人事委員会 認

特定非営利活動促進法（平成 年法律

第 号）第 条第 項 規定 特定非

営利活動 該当 活動 人事委

員会 定

～ 略
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日
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内 期

間（

、

当該期

間内

日 範

囲内

期間

限 。

（特別休暇）

第 条 条例第 条第 項 人事委員会規則 定 場

合 、次 表 左欄 掲 場合 、同条第 項

人事委員会規則 定 期間 、同表 右欄 掲

期間 。

～ 略

職員 自発的 、 、報酬 得

次 掲 社会 貢献 活動（専

親族 対 支援 活動 除 。）

行 場合 、 勤務 相当

認 。

～ 略

～ 略
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（県費負担教職員 勤務時間、休暇等 関 規則 一部改正）

第 条 県費負担教職員 勤務時間、休暇等 関 規則（平成 年鳥取県人事委員会規則第 号） 一部 次

改正 。

次 表 改正後 欄 表中項 細目 表示 下線 引 項 細目（以下「追加項細目」 。） 加

。

次 表 改正後 欄 表中下線 引 部分（追加項細目 除 。） 加 。
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改 正 後 改 正 前

（特別休暇）

第 条 条例第 条第 項 人事委員会規則 定 場

合 、次 表 左欄 掲 場合 、同条第 項

人事委員会規則 定 期間 、同表 右欄 掲

期間 。

～ 略

職員 自発的 、 、報酬 得

次 掲 社会 貢献 活動（専

親族 対 支援 活動 除 。）

行 場合 、 勤務 相当

認 。

～ 略

国、地方公共団体又 公共的団体 主

催、共催又 後援 大会等 参加

身体上若 精神上 障害、負傷又

疾病 日常生活 営 支障

者 支援 活動

図書館、公民館 他 社会教育施設

点訳及 手話通訳

国、地方公共団体又 公共的団体 主

催、共催又 後援 国際交流事業 参

加 外国人等 支援 活動

国、地方公共団体 行 環境保全活動

参加 行 活動

掲 、青

少年 健全育成 資 活動 他 活

動 掲 活動 相当

人事委員会 認

特定非営利活動促進法（平成 年法律

第 号）第 条第 項 規定 特定非

営利活動 該当 活動 人事委

員会 定

～ 略

一 年

日

範囲

内 期

間（

、

当該期

間内

日 範

囲内

期間

限 。

（特別休暇）

第 条 条例第 条第 項 人事委員会規則 定 場

合 、次 表 左欄 掲 場合 、同条第 項

人事委員会規則 定 期間 、同表 右欄 掲

期間 。

～ 略

職員 自発的 、 、報酬 得

次 掲 社会 貢献 活動（専

親族 対 支援 活動 除 。）

行 場合 、 勤務 相当

認 。

～ 略

～ 略

一 年

日

範囲

内 期

間

15 14

10

34

15 14

34

１

２

１ ３

３ ２

７ ２ １

４

５

１

１

２

１ ３

３ ２

４

５

の で める

は の の に げる とし の

で める は の に げる

とする

の が に かつ を な

いで に げる に する ら

に する となる を く を

う で その しないことが で

あると められるとき

ア ウ

エ は が

は をする へ す

る しくは の

は により を むのに が

ある を する

オ その の

における び

カ は が

は する に

する を する

キ が う

に して う

ク アからキまでに げるもののほか

の に する その の

でアからキまでに げる に す

ると が めるもの

ケ

に する

に する であって

が めるもの

の

におい

て

の

の

ケ

にあっ

ては

の

うち

の

の

に

る

の で める

は の の に げる とし の

で める は の に げる

とする

の が に かつ を な

いで に げる に する ら

に する となる を く を

う で その しないことが で

あると められるとき

ア ウ

の

におい

て

の

の

発行所 鳥取県鳥取市東町一丁目 鳥 取 県 【定価 部 月 円（送料 含 ）】
（ ）

220 2,200
// . . . /

１ １か を む｡

古紙配合率 ％再生紙 使用100 を しています

URL:http: wwwl pref tottori jp

附 則

規則 、平成 年 月 日 施行 。この は から する13 １ １


